
木阪クリニック美容皮膚科 サブスクリプションサービス規約 2026.4.12 

 

第 1 条（サービスの説明） 

本サブスクリプションサービス（以下、「本サービス」といいます。）は、医療用人社団博愛会木阪クリニック美容皮膚科（以下、「当クリニック」とい

います。）が提供する皮膚科及び美容診療のサービスを、定額料金でご利用いただける会員制サービスです。本サービスを通じて、当クリニックは患者様

への継続的な健康と美容のサポートを目指します。 

 

第 2 条（サブスクリプション料金及び支払条件） 

1.本サービスは以下のプランをご用意しています：各プラン定員数上限あり。定員上限に達し次第応募終了。 

•超音波通い放題プラン：月額 30,000 円（税別） 

•ベーシックプラン：月額 30,000 円（税別） 

•スタンダードプラン：月額 50,000 円（税別） 

•プレミアムプラン：月額 75,000 円（税別） 

•パーソナルトレーニングプラン：月額 30,000 円（税別） 

•運動教室グループレッスンプラン：月額 3,500 円（税別） 

2.初回登録時に入会金 10,000 円（税別）が必要となります（プレミアムプランは無料） 

3.毎月のサブスクリプション料金に加え、事務手数料 2,500 円、管理費 15000 円（運動教室グループレッスンは無料）、システム手数料 100 円がかかりま

す。 

4.月額料金及びその他の費用は、毎月指定された日に自動的に登録された支払い方法で請求されます。 

5.初回登録時には、以下の費用が発生します。 

（1）入会金：10,000 円（税抜）（※プレミアムプランは無料） 

（2）事務手数料：2,500 円（税抜） 

（3）システム使用料：100 円（税抜） 

（4）初月は、月額費用および管理費について 2 ヶ月分を合算して請求いたします。 

（月額費用について、スタンダダード、プレミアムプランについては初月無料） 

 

第 3 条（サービス期間及び自動更新） 

1.本サービスの最小契約期間は 1 年間です。契約期間終了後、特に解約の申し出がない限り、本サービスは自動的に 1 年単位で更新されます。 

2.解約を希望される場合は、契約終了予定日の 2 ヶ月前までに当クリニックに書面で申し出てください。 

 

第 4 条（解約ポリシー） 本サービスの途中解約は可能です。契約期間中の 2 ヶ月前までに当クリニックに書面で申し出てください。尚、利用月数が 1 年

未満の場合は違約金が発生いたします。違約金は利用開始前である場合は 20,000 円（各コース共通）（税抜）となり、利用開始後は、下記の違約金が発生

します。 

・プレミアム：75000 円（税抜） 

・スタンダード：50,000 円（税抜） 

・超音波通い放題、ベーシック、パーソナルトレーニング：30000 円（税抜） 

 

第 5 条（プランの定員上限及び募集状況） 

1.各プラン、定員に達し次第、新規の応募を終了します。 

2.新たな会員様の募集は、退会により空席が出た場合のみ行います。次回の募集時期については、退会が発生する時期は特定できませんので、当クリニッ

クのウェブサイトや SNS 等での告知をご確認ください。 

 



第 5 条（サービスの変更及び中止） 

当クリニックは、本サービスの内容を変更または中止する権利を保持します。サービス内容の重要な変更または中止が生じた場合、当クリニックは会員に

対し適切な通知を行います。        

 

第 6 条（規約の変更） 

当クリニックは、必要に応じて本規約の内容を変更することができます。規約が変更された場合、変更後の規約は、当クリニックウェブサイト上での掲載

をもって、すべての会員に対して有効な通知とします。            

 

第 7 条（キャンセルポリシー） 

1. ご予約の当日無断キャンセルについては、理由の如何を問わず、1 回分の施術を消化したものとみなします。 

第 8 条（その他費用） 

1. 麻酔を使用する場合は、別途費用が発生します。 

第 9 条（既存契約者の特例） 

1. 既に 6 回コース契約中の患者様については、当該契約期間中に限り再診料を無料とします。 

2. 単回治療については通常再診料、予約加算の算定をさせていただきます。 

 

 

                               申込日：      年     月     日 

                               お申込者：                                


